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　 　 淡路人形座　職員募集 広告

◇採用予定人員　１名（職種：総務・経理）
◆給与等　淡路人形協会賃金規定の定めによる。
　　　　　※社会保険、雇用保険、労災保険加入
◇要件　①普通自動車運転免許所持
　　　　②エクセル・ワードなどの基本操作ができる方
◆採用予定時期　平成 29年４月１日
◇募集締切　３月 15日（水）※履歴書を送付してください
問淡路人形座☎ 52-0260　南あわじ市福良甲 1528‐1地先

募 集 人 員 : 若干名
受 付 期 間 : 平成 29 年３月６日（月）～３月 28 日（火）
一次試験日 : 平成 29 年４月８日（土）
募 集 内 容 : 詳細につきましては、下記ホームページをご覧
　　　　　　 ください。
              兵庫県商工会連合会 http://www.shokoren.or.jp

問 合 せ 先 : 兵庫県商工会連合会　職員研修課
　　　　　　  ☎（078）371-1264

　

種　類 期　間 手続きに必要なもの 届出
できる人

転入届
転入の日から
14 日以内  

❶転出証明書　※国外からの転入の場合は「入国記録がある旅券」等が必要です。

❷印鑑　❸本人確認書類（運転免許証等）
❹個人番号カードまたは通知カード、住基カード（お持ちの人のみ）
　 ※個人番号カード・住基カードをお持ちの人は、カードの暗証番号が必要です。

❺外国人住民の人は在留カードまたは特別永住者証明書 本人また
は世帯員

（新住所）

転居届
（市内での引越）

転居の日から
14 日以内

❶転居先の住所　❷印鑑　　❸本人確認書類（運転免許証等）
❹個人番号カードまたは通知カード、住基カード（お持ちの人のみ）
　 ※個人番号カード・住基カードをお持ちの人は、カードの暗証番号が必要です。

❺外国人住民の人は在留カードまたは特別永住者証明書

転出届
  転出の日まで

❶転出先の住所　❷印鑑　❸本人確認書類（運転免許証等）
❹印鑑登録証（お持ちの人のみ）

本人また
は世帯員

（旧住所）

郵送による

転出届
転出後
14 日以内　
※届出日は市民
　課で内容確認
　して受付した
　日です。

❶郵送による転出届（転出証明書請求書）
❷返信用封筒（宛先住所、氏名を明記し、返信用切手貼付）
❸本人確認書類（運転免許証等）の写し
＜送付先＞
　〒 656-0492　兵庫県南あわじ市市善光寺 22 番地１
　南あわじ市役所　市民課「郵送による転出届担当」宛

本人

 世帯変更届  
 

変更の日から
14 日以内 ❶印鑑　❷本人確認書類（運転免許証等）

本人また
は世帯員

（新世帯）

制
度
改
正
の
注
意
点

❶
年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
年
齢
要

件
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

❷
遺
族
の
年
金
や
障
害
の
年
金
の
権
利

を
有
し
て
い
る
場
合
、
老
齢
の
年
金
を

決
定
し
て
も
併
給
調
整
に
よ
り
停
止

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の

制
度
改
正
に
よ
っ
て
手
続
き
を
行
っ
て

も
、
お
客
様
の
受
け
取
る
年
金
額
が

変
わ
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

❸
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
要
件
は
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
亡
く
な
ら
れ
た

人
の
資
格
期
間
が
25
年
以
上
あ
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

年
金
請
求
書
の
送
付
時
期　

　
　

日
本
年
金
機
構
で
、
資
格
期
間
が

10
年
以
上
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
人
に
は
、
お
客
様
の
ご
自
宅
宛
て

に
老
齢
の
請
求
書
（
黄
色
）
を
発

送
し
ま
す
。
請
求
書
が
届
か
な
い
人

で
も
、
任
意
加
入
の
申
出
に
よ
り

期
間
を
加
え
た
り
、
合
算
対
象
期

間
を
含
め
て
年
金
を
受
給
で
き
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
自
身

の
資
格
期
間
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　

請
求
書
は
平
成
29
年
２
月
下
旬

～
７
月
上
旬
に
か
け
て
順
次
発
送

を
行
い
ま
す
。

お
客
様
の
手
続
き

　
　

請
求
書
が
お
手
元
に
届
き
次
第
、

市
区
町
村
に
て
必
要
な
各
種
証
明

書
類
の
発
行
を
受
け
、
最
寄
り
の
年

金
事
務
所
等
で
手
続
き
を
開
始
し

て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）
年
金
を

受
給
す
る
権
利
が
発
生
す
る
日
は

平
成
29
年
８
月
１
日
と
な
り
ま
す
。

※
お
客
様
の
ご
都
合
に
あ
わ
せ
て
ス

ム
ー
ズ
に
相
談
で
き
る
予
約
相
談

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

お
申
込
み
は
「
年
金
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
！

問
年
金
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
・
０
５
・
１
１
６
５

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け

に
な
る
場
合
は
次
の
番
号
へ

　

☎
０
３
・
６
７
０
０
・
１
１
６
５

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
基
礎
年

金
番
号
が
必
要
〔
代
理
人
（
二
親

等
以
内
）
の
場
合
は
代
理
人
の
基

礎
年
金
番
号
も
必
要
〕

【
年
金
ダ
イ
ヤ
ル
の
受
付
時
間
】　

月
曜
日
は
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

火
～
金
曜
日
は
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

国
民
年
金
の
受
給
資
格
期
間
が
短
縮
！

  「正確な住所の届出」は、法律上の義務です。就職などで引越しされた人は、原則、現在住んでいる寮や
アパート等が住所地になります。住民票は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録等につながる大
切な情報です。転入・転居・転出などで住所が変わったときや、世帯に変更があったときは、期間内に忘れず
に異動手続きをしましょう。

（注）・下記の届出により、国民年金手帳・国民健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療保険証等に変更
　　　　が生じたり、資格を喪失される場合は、それぞれの保険証等が必要となります。
　　　・ 届出する人が代理人の場合は、委任状が必要となります。個人番号（マイナンバー）カード、住民基
　　　　本台帳（住基）カードをお持ちの人の代理人の場合は、暗証番号は不要ですが、届出当日のカードに
　　　　関する手続き（券面事項更新、電子証明書の発行等）ができません。
　　　　本人以外が届出される場合は、事前に市民課までお問い合わせください。
　　　・ 外国人住民の人は、世帯主との続柄を証明する書類（日本語訳文付）が必要な場合があります。

※正当な理由がなく届出期間内に住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあり
　ますのでご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問市民課　☎43－5212

◆ 引越しの際は、住所の異動手続きを忘れずに！◆

　

平
成
29
年
８
月
か
ら
、年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要

な
資
格
期
間
が
10
年
と
な
り
ま
す
。

※
資
格
期
間
→
保
険
料
納
付
済
・
免
除
期
間
・
合
算
対
象
期
間
・

厚
生
年
金
等
の
加
入
期
間
な
ど

年
金
相
談

日
時 

４
月
７
日
（
金
）

　

午
前
11
時
～
午
後
３
時

場
所　

市
役
所
第
２
別
館

　
　
　

 

２
階
第
５
会
議
室

※
要
予
約
・
先
着
24
人

問
市
民
課
☎
43
・
５
２
１
２

広告

　

３
月
１
日
か
ら
松
帆
古
津
路

地
区
の
一
部
で
下
水
道
が
利
用

で
き
ま
す
。

早
期
接
続
に
奨
励
金
交
付

▼
下
水
道
の
供
用
開
始
後
１
年
以

内
に
公
共
ま
す
に
つ
な
ぎ
込
み

を
し
た
人
は
、
３
万
２
４
０
円

▼
１
年
を
超
え
２
年
以
内
の
場
合

は
、
１
万
５
１
２
０
円　

▼
２
年
を
超
え
３
年
以
内
の
場
合

は
、
７
５
６
０
円

　

下
水
道
整
備
が
完
了
し
て
い
る

地
域
に
お
住
ま
い
の
人
は
、
早
期

接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
下
水
道
課
☎
43
・
５
２
２
８

下
水
道
区
域 

「
松
帆
古
津
路
地
区
」で
拡
大
！

　

飼
っ
て
い
る
犬
や
猫
が
い
な
く

な
っ
た
時
に
は
、
す
ぐ
に
兵
庫
県

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
淡
路
支
所
と

南
あ
わ
じ
警
察
署
に
連
絡
し
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
動
物
を
保
護
し
た

場
合
も
飼
い
主
が
探
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
て
、
同
じ
く
連
絡
を
入

れ
る
よ
う
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
兵
庫
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
淡
路

支
所
☎
０
７
９
９
・
62
・
５
８
１
１

問
南
あ
わ
じ
警
察
署

　

☎
42
・
０
１
１
０

問
環
境
課
☎
43
・
５
２
１
４

ペ
ッ
ト
が
い
な
く
な
っ
た
ら
・・・
！

商工会職員募集 !!

　

市
内
に
あ
る
空
き
家
の
有
効
活

用
を
通
じ
て
、
地
域
の
機
能
維
持

を
進
め
、南
あ
わ
じ
市
へ
の
移
住
、

定
住
を
応
援
し
て
い
ま
す
！

　

空
き
家
の
所
有
者
の
皆
さ
ま
、

賃
貸
・
売
買
な
ど
の
有
効
利
用
を

ご
検
討
の
場
合
は
、ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

問
ふ
る
さ
と
創
生
課

　

☎
43
・
５
２
０
５

空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

15
分

第
２
土
曜
日
は
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
日
以
降
の
午

後
７
時
ま
で
相
談
を
受
付
。

※
祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）、
12
月
29
日

～
1
月
３
日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

問
明
石
年
金
事
務
所　

　

☎
０
７
８
・
９
１
２
・
４
９
８
３

（　　  ）市内から 
市外への引越

市外から 
市内への引越（　　  ）

世帯主の変更、 
世帯の分離等（　　  ）

（　　  ）市内から 
市外への引越


